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法人会の理念 法人会は税のオピニオンリーダーとして、企業の発展を支援し
地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢献する経営者の団体
である。

めざします企業の繁栄と社会への貢献

「秋の特別講演会」Ｈ28.11.11
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公益社団法人　新津法人会　
会長　春　日　忠　男　

新津税務署　　　　　　　　
署長　三　浦　賢　二　

　この原稿を書いている今日は、小正月の１月15日、
この「ほうじん新津」が皆様のお手許に届くのは２月
初旬の予定と事務局より聞いておりますので、「年頭
のごあいさつ」というタイトルはいささか間延びの感
じがしますが、一応新年号という事ですので、改めま
して“新年おめでとうございます”
　今年の正月は雪のない穏やかな年明けで、皆様には
希望に満ちた新春を迎えられたことと心よりお慶び申
し上げます。しかし、昨日からは全国的に大寒波の襲
来で、どちら様も雪との格闘でお疲れの事と思います。
　ともあれ、昨年中は会員各位をはじめ、役員の皆様、
税務当局並びに税理士会の皆様方の格別のご支援ご協
力を賜り、本会の諸事業が円滑に実施できました事を
衷心よりお礼申し上げます。
　さて、今年は大方の予想を裏切り、米大統領選に勝
利したドナルド・トランプの突飛な言動に日本は一喜
一憂し、株価や円相場は乱高下している状態で、相変
らず国際情勢、国内政治経済共々陳腐な表現ですが、
一寸先は闇、先行きは渾沌不透明です。
　この様な厳しい内外情勢の中にあって、当法人会は、
「法人会は税のオピニオンリーダーとして企業の発展
を支援し、地域の振興に寄与し、国と社会の繁栄に貢
献する経営者の団体である。」という法人会の理念の
もとに、本年度も組織基盤確立のための会員増強、会
員の納税意識の向上、税制に対する要望提言活動、各
種研修事業の積極的取り組み、法人会財政基盤に大き
く寄与する福利厚生制度の推進に努めて参りました。
　特に法人会の財政基盤はご承知の通り、会員皆様か
らの「会費収入」と提携保険会社三社からの事務取扱
手数料としての「助成金収入」が二本柱でございます。
しかしこの「会費収入」及び「助成金収入」も数年来
の会員減少等により減少傾向にあります。
　そこで全国法人会連合会では３年前より、全国的に
この助成金を「３年間で10億円増収」を目標に鋭意
取り組み、本年度がその集大成の年でございます。法
人会の健全な存続発展の為に今後とも引き続きこの活
動により一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。
　私ごとですが、来る６月の総会をもちまして、私の
任期は満了となり、次期会長にバトンタッチさせて頂
きます。無為無策にうち過ごした、新津支部長13年間、
会長６年間をお詫び申し上げ、バトンを引き受けて頂
いた次期会長に感謝し、今後のご活躍をご期待申し上
げます。
　結びにあたり、会員企業様並びに会員皆々様のご繁
栄とご健勝を祈念致しまして、「年頭のあいさつ」と
致します。

　新年あけましておめでとうございます。
　平成29年の年頭に当たり、謹んで新年のご挨拶を申し
上げます。
　公益社団法人新津法人会の皆様方には、お健やかに新
春をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　旧年中は、春日会長をはじめ役員、会員の皆様方には、
法人会活動を通じまして、税務行政全般にわたり格別の
ご理解と多大なご協力を賜りましたことに、厚くお礼申
し上げます。
　新津法人会におかれましては、「よき経営者をめざす
ものの団体」として、各種研修会・講演会をはじめ、租
税教室の講師や税に関する絵はがきコンクールの実施、
地域社会に貢献する事業などを積極的に推進されてお
り、心から敬意を表する次第であります。
　今後も、地域社会の健全な発展に一層貢献されますと
ともに、より活力のある組織が築かれますことをご期待
申し上げます。
　さて、税務行政を取り巻く環境は、経済取引の国際化
やＩＣＴ化の進展に伴って変化し続けています。
　私どもといたしましては、このような環境の中で、適
正・公平な課税及び徴収の実現に向け、環境の変化に適
切に対応し、国民の皆様からの税務行政への理解と信頼
を得ていくことが重要であると考えております。
　そのため、親切丁寧な納税者対応に配意しつつ、納税
者サービスの向上に引き続き努めるとともに、納税者自
らが正しい申告と納税を行えるよう、情報提供を充実さ
せ、ｅ－ＴａｘをはじめとするＩＣＴを活用した利便性の
高い申告・納税システムを提供するなど、様々な取組を
行っているところです。
　特に、ｅ－Ｔａｘの普及・定着については、引き続き最
重要課題として取り組んでいるところ、会員の皆様方に
は、率先してｅ－Ｔａｘをご利用いただいておりますこと
に深く感謝申し上げます。
　まもなく、平成28年分の確定申告時期を迎えますが、
税務署では、確定申告期間中、申告会場が非常に混雑す
ることもあり、自宅からのＩＣＴを利用した申告の推進
に取り組んでおります。
　皆様方には、確定申告書を提出される貴社の従業員の
方々に対し、国税庁ホームページの「確定申告書等作成
コーナー」を利用して、ご自宅等で所得税等の確定申告
書等を作成し、ｅ－Ｔａｘあるいは郵送により税務署へ提
出していただくよう、働き掛けを是非お願いいたします。
　なお、昨年より社会保障・税番号制度いわゆるマイナ
ンバー制度の利用が順次開始され、法定調書や申請書・
届出書については、すでに記載いただいているところで
すが、所得税・贈与税については、平成28年度分の所得
税確定申告書・贈与税申告書からマイナンバーの記載が
必要となっておりますので、記載漏れのないようお願い
いたします。
　また、消費税率の引き上げ及び軽減税率制度等の実施
時期を２年半延期する法律案が平成28年11月に成立し、
公布されました。
　新津税務署といたしましても、制度の円滑な実施に向
け、適切に取り組んでまいりたいと考えております。
　新津法人会の皆様におかれましては、引き続き、ご理
解とご協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。
　結びに、公益社団法人新津法人会の益々のご発展と会
員企業の皆様方のご繁栄とご多幸を祈念申し上げまし
て、新年の挨拶とさせていただきます。
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平成29年度税制改正スローガン
○　経済の再生と財政健全化を目指し、

歳出・歳入の一体的改革を!

○　適正な負担と給付の重点化・効率化で、
持続可能な社会保障制度の確立を!

○　中小企業の重要性を認識し、
活性化に資する税制措置の拡充を!

○　中小企業にとって事業承継は重要な課題。
本格的な事業承継税制の創設を!

H28.12.15（五泉市長）

H28.12.15（森裕子参議院議員事務所）

H28.12.15（五泉市議会議長）

　当会副会長の木村藤雄氏が、多年にわたる申告納税制度の普及発展に努められたご功績により、平成28
年10月27日㈭に埼玉県さいたま市「ラフレさいたま」において、橋本関東信越国税局長より表彰されました。
尚、当会の慶弔規程により祝意を表し、金一封を贈呈しました。

税制改正要望陳情

国 税 局 長 表 彰
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新津税務署からのお知らせ
１　確定申告のお知らせ
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただくと自宅等で確定申
告書が作成できますので、書面で印刷して送付・ｅ－Ｔａｘで送信（事前準備が必要）の
いずれかでご提出ください。

２　社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入について
　社会保障・税・災害対策分野において、行政手続の効率性・透明性を高め、国民にとっ
て利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号（マイ
ナンバー）制度が導入されました。
　平成28年分以降の所得税及び復興特別所得税や贈与税の申告書の提出の際には、
①　マイナンバー（12桁）の記載
　申告者ご本人や控除対象配偶者、扶養親族及び事業専従者などのマイナンバーの記載
が必要です。
②　本人確認書類の提示又は写しの添付
　申告者ご本人の確認書類の提示又は写しの添付が必要です。控除対象配偶者、扶養親
族及び事業専従者などの本人確認書類は不要です。
【本人確認（番号確認及び身元確認）を行うときに使用する書類の例】
例１　個人番号カード（番号確認・身元確認）
例２　通知カード（番号確認）＋運転免許証や公的医療保険の被保険者証（身元確認）

が必要となります。

３　確定申告会場
会場　秋葉区役所　６階（会議室）
期間　平成２９年２月１６日㈭～３月１５日㈬　※土日を除きます。
時間　午前９時～午後４時
※　確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただく場合や受付を早めに締め
切る場合があります。
※　上記の確定申告会場の設置期間中は、新津税務署庁舎では申告相談を行っておりま
せん。

４　申告期限について
　　平成２８年分所得税及び復興特別所得税、贈与税　３月１５日㈬
平成２８年分個人事業者の消費税及び地方消費税　３月３１日㈮
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